
３

【質問内容】
仕様書（案）に「人工知能を用いて」行う
分析業務に関する記載がございますが、こ
ちらは主に「ウ：受診勧奨すべき対象者の
特定業務」における「健診受診の予測値
（受診確率）の算出」工程で人工知能を活
用するという認識でよろしいでしょうか 。

お見込みのとおりです。
特定健診の受診勧奨を有効かつ効果的に展
開するために、人工知能を用いて受診勧奨
を行う上での優先順位を明確にしていただ
きたいと考えております。

№

仕様書（３）勧奨結果の効果検証・報告業
務
イ：甲は、乙に令和8年4月からの受診者
データを提供し、乙は受診勧奨事業実施に
よる受診率の変化等（全体受診率・過去健
診経験者受診率・過去健診未経験者受診率
を年間および月別の集計を含む）について
報告書を作成し、甲に報告する 。
【質問内容】
仕様書中「甲に報告する」とありますが、
これは対面での報告を想定したものでしょ
うか 。また、報告書の内容については甲乙
協議の上で決定し、貴市の指示により分析
項目を追加する場合があるという認識でよ
ろしいでしょうか 。

甲への報告は対面が望ましいですが、万が
一実現が難しい場合には甲乙協議できれば
と存じます。

分析項目についてはお見込みのとおり、分
析項目の追加はある想定で対応願います。

①自治体数の設定はしていませんが、統計
上信頼度の高いデータ分析を行えるよう一
定数の自治体数での分析を想定していま
す。
②特定健診の受診率が向上できるよう、ど
の領域にどう関わるのか効果的で現実的な
方法を模索するため、根拠となる分析結果
を求めています。
③仕様書に記載しています業務内容はすべ
て対応していただけるものと認識しており
ますが、参加資格に関しては公告に記載の
とおりです。

質 問 事 項 回 答 事 項
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仕様書（３）勧奨結果の効果検証・報告業
務
ウ：効果検証では、過去の特定健康診査受
診結果を踏まえた、経年的な変化を含める
ものとする。また、中核市規模の自治体間
での比較分析を実施したものであること 。
【質問内容】
①比較分析にあたり、一般的に統計的基準
として30サンプルが必要とされますが、本
件においては何件（何自治体）以上の比較
分析が必要でしょうか 。
②比較分析の内容は、過去健診経験者受診
率および過去健診未経験者受診率等の分析
であるという認識でよろしいでしょうか 。
③上記①および②の要件を満たす比較分析
が実施できない場合、応札不可（参加資格
なし）となるという認識でよろしいでしょ
うか 。
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【仕様書別紙】特定健診用特設Webサイト
（ランディングページ）を用いたデジタル
受診勧奨
１ 特定健診用特設Webサイト（ランディン
グページ）の作成 ・Google マップが提供
するAPIを活用して受診可能な場所の位置を
表示する機能（乙は甲から受領した情報を
Google マップが提供するAPIに連携する）
。
【質問内容】
① Google マップの仕様変更や地図情報の
更新状況等により、意図した位置情報が提
供できない場合が生じた際の対応について
は、甲乙協議の上で決定するという認識で
よろしいでしょうか 。
② 旧世代の端末やセキュリティサポートが
終了したブラウザ等の利用により、意図し
た動作が保証できない場合につきまして
も、同様に甲乙協議の上で決定するという
認識でよろしいでしょうか 。

お見込みのとおりです。
特定健診を受けやすくするための１つの仕
掛けとして、特定健診用特設Webサイト（ラ
ンディングページ）の導入を考えていま
す。そのため、WEBサイトがより多くの特定
健診対象者にとって活用しやすい構成、デ
ザイン等に設定するのは当然ですが、想定
外の事態が生じた際には協議させていただ
ければと存じます。
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仕様書７ その他の特記事項
（１）入札後、乙は契約時に次の書類を速
やかに甲に提出すること。 エ データ分析
に人工知能を用いていることを証明する資
料（本件契約と同種の契約において人工知
能を活用した実績内容や、人工知能の特許
証など） 。
【質問内容】
「データ分析に人工知能を用いていること
を証明する資料」が提出できない場合、ま
たはデータ分析に人工知能を用いていない
場合は、入札参加資格がないものと判断さ
れるという認識でよろしいでしょうか 。

お見込みのとおりです。
特定健診の受診勧奨を有効かつ効果的に展
開するために、人工知能を用いることが必
須条件としています。
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